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住宅性能表示制度の見直しについて

【審議事項】
省エネルギー対策（一次エネルギー消費量等級）に係る上位等級の創設
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見直しの方向性

○ 一次エネルギー消費量等級は、 ZEH水準相当の等級６（BEI≦0.8）が
最高等級となっている。（断熱等性能等級は上位等級創設済み）

○ 等級６を取得している割合は、戸建て住宅では約86％（令和5年度実績。前年
度は約49％）となるなど、 ZEH水準の住宅の普及が進んでいる。

現状・背景

【審議事項】一次エネルギー消費量 等級７・等級８の創設

○ 一次エネルギー消費量等級において、 ZEH水準を上回る等級として、等級７、等級８を新たに設定する。 1

○ 地球温暖化対策計画（令和7年2月18日閣議決定）等の政府計画において、 ZEH水準を上回る水準の省エネルギー性能を有する住宅の普
及を促進する旨が位置付けられるなど、 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、より省エネ性能の高い住宅の普及や、その水準を
評価できる環境整備が求められている。

＜参考＞政府計画における位置づけ

【地球温暖化対策計画（令和７年２月18日閣議決定） （抄）】
2050年に住宅ストック平均でZEH基準の水準の省エネルギー性能確保の実現に向けて、新築住宅についてはZEH基準の水準及びそれを上回る水準の省エ
ネルギー性能を有する住宅の普及を図る。

【第7次エネルギー基本計画（令和７年２月18日閣議決定）（抄）】
より高い省エネルギー水準の住宅の供給を促す枠組みを創設するとともに、住宅性能表示制度における基準を充実させる。

【GX2040ビジョン 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 改訂（令和７年２月18日閣議決定）（抄）】
より高い省エネルギー水準の住宅の供給を促す枠組みの創設、住宅性能表示制度における基準の充実、非化石転換やDR推進に向けた制度面での対応を
進めるとともに、ZEH基準の水準を大きく上回る省エネルギー性能等を有する住宅の導入や、断熱窓への改修、高効率給湯器の導入も含めた既存住宅・建築
物の省エネルギー改修を促進する。
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（参考）断熱等性能等級の等級５以上（ZEH水準相当以上）を取得している割合につ
いても、戸建て住宅で約86％（令和５年度実績。前年度は約48％）となっている。

建設住宅性能評価を受けた新築住宅に係る統計情報より作成
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【審議事項】住宅性能表示制度における省エネルギー対策等級について

断 熱 等 性 能 等 級 一 次 エ ネ ル ギ ー 消 費 量 等 級

給湯

照明

暖房

冷房
換気

給湯

照明

暖房

冷房
換気

削減

外壁、窓等を通しての熱の損失を防止する性能 一次エネルギー消費量の削減の程度を示す性能

外皮平均熱貫流率（□□）

冷房期の
平均日射熱取得率(η□□)

戸建て住宅：R4年10月施行
共同住宅等：R5年４月施行

等 級 ５

等 級 ４

等 級 ３
（ 既 存 住 宅 の み ）

等 級 １

省エネ基準

等 級 ７

等 級 ６

等 級 ４

等 級 ３

等 級 ２

等 級 １

省エネ基準比
エネルギー消費量▲20%

省エネ基準

省エネ基準比
エネルギー消費量▲20%

省エネ基準比
エネルギー消費量▲30%

省エネ基準比
エネルギー消費量▲40%

省エネ基準比
エネルギー消費量▲10%

等 級 ５

等 級 ７

R4年４月施行

等 級 ６

等 級 ８
今回ご審議事項

R4年４月施行ZEH水準

ZEH水準

建築物省エネ法
R7年４月適合義務化

2

-

建築物省エネ法
R7年４月適合義務化
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太陽光発電設備等に関する数値を明示する場合評価基準各等級の性能の程度
説明
事項

表示方法

・太陽光発電設備等による一次エネルギー消費量の削減率（％）

（性能評価書の記載イメージ）
BEI≦0.65
（再エネを除く）

一次エネルギー消費量の極めて著しい削減のため

の対策が講じられている
等級８

等級（１、４、５、６、７又

は８）による。この場合

においては、地域の区

分を併せて明示する。

また、等級６以上にあっ

ては、床面積当たりの

一次エネルギー消費量

（単位をＭＪ／（㎡･年）

とする。）及び太陽光発

電設備等による一次エ

ネルギー消費量の削減

率を併せて明示するこ

とができる。

BEI≦0.70
（再エネを除く）

一次エネルギー消費量のより著しい削減のための

対策が講じられている等級７

BEI≦0.80
（再エネを除く）

一次エネルギー消費量の著しい削減のための対策

（基準省令に定める建築物エネルギー消費性能誘

導基準（※１）に相当する程度）が講じられている

等級６

BEI≦0.90
（再エネを含む）

一次エネルギー消費量のより大きな削減のための

対策が講じられている
等級５

BEI≦1.00
（再エネを含む）

一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策

（基準省令に定める建築物エネルギー消費性能基

準（（※２）に相当する程度）が講じられている

等級４

その他その他等級１

【審議事項】一次エネルギー消費量 等級７・等級８の基準案

○ 新たに設定する等級の評価基準は、既に開始している制度の水準や実態等を踏まえて、等級７（BEI≦0.7）、等級８（BEI≦0.65）とする。

○ 等級７と等級８で設定するBEI（一次エネルギー消費量）は、建築物省エネ法等の基準とそろえて設定している等級６（ZEH水準）と同様に、

①太陽光発電設備等によるエネルギー消費量の削減量を見込まない評価基準とし、

②床面積当たりの一次エネルギー消費量（ＭＪ／（㎡･年））を併記できることとする。

○ また、地球温暖化対策計画等において、再生可能エネルギーの利用促進等が位置付けられていること等を踏まえ、等級６から等級８について、
再生可能エネルギー利用に係る数値による表示ができるよう、
③太陽光発電設備等による一次エネルギー消費量の削減率を併記できることとする。

（※１）その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令
第14条第１項の規定により求められたものであるものに限る。

（※２）その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令
第５条第１項の規定により求められたものであるものに限る。

①太陽光発電設備等によるエネルギー消費量の削
減量を見込まない評価基準とする。

②床面積当たりの一次エネルギー消費量（ＭＪ／（㎡･年））
を併記可能とする。

③太陽光発電設備等
による一次エネルギ
ー消費量の削減率
を併記可能とする。

3

③太陽光発電設備等による一次エネルギー
消費量の削減率を併記可能とする。

③

①

②

＜評価方法基準＞
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今後の検討の方向性について

（１）2030年までの省エネルギー基準の水準の引上げへの対応

〇 住宅性能表示制度においては、耐震性能など、建築基準法に定める最低限のレベルを「等級１」に設定

していることを踏まえ、新築住宅に係る省エネ基準のZEH水準への引上げ時には、

新築における省エネルギー性能（断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級）における「等級１」は、

引き上げ後の義務基準レベルに再整理してはどうか。

※具体的には、現行のZEH水準等級（断熱等性能「等級５」及び一次エネルギー消費量「等級６」）を、

それぞれ「等級１」にすることを想定。（次ページのイメージ参照）

〇 再整理にあたっては、前後で各等級の性能水準が変わることとなるため、消費者等が区別できるよう、

現行の性能項目名称（断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級）との継続性も考慮しつつ、

あらたな性能項目名称を設けることとしてはどうか。

（参考）平成25年度の省エネルギー対策等級の改正においては、

「省エネルギー対策等級」から、 「断熱等性能等級」及び「一次エネルギー消費量等級」に見直しを行っている。

（２）次期住生活基本計画等を踏まえた対応

〇 社会環境の変化や技術の進展、消費者ニーズなど、住宅性能表示制度を取り巻く状況が変化するなか、

次期住生活基本計画に向けた議論や関連する調査研究等の方向性も踏まえつつ、省エネルギー性能

以外の住宅性能評価事項や住宅性能表示制度のあり方等について、検討を進めてはどうか。

4
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5

省エネ基準

等 級 ７

等 級 ６

ZEH水準 等 級 ５

断 熱 等 性 能 等 級

等 級 ３

等 級 ２

等 級 １

現行

一 次 エ ネ ル ギ ー
消 費 量 等 級

BEI 1.0

BEI 0.8

BEI 0.9

等 級 ６

等 級 ３

等 級 ２

等 級 １

等 級 4

等 級 ３
（ 既 存 の み ）

-

等 級 １

等 級 4

等 級 5

（ 等 級 7 ）

等 級 ３

等 級 ２

等 級 １

BEI 0.7

BEI 0.65

省エネ基準のZEH水準
への引上げ以降

現行

一 次 エ ネ ル ギ ー
消 費 量 等 級 ＋ （ プ ラ ス ）断 熱 等 性 能 等 級 ＋ （ プ ラ ス ）

省エネ基準

ZEH水準

（ 等 級 ８ ）

【イメージ】2030年までの省エネルギー基準の水準の引上げへの対応

＜再整理のイメージ＞ 省エネルギー性能の等級整理、あらたな性能項目名称

省エネ基準のZEH水準
への引上げ以降

今回ご審議事項
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【参考】住宅の品質確保の促進等に関する法律

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（通称：品確法）【平成11年6月23日公布、平成12年4月1日施行】

＜創設の背景＞ ―住宅の建設・売買に係る、様々な問題―

住宅の生産からアフターサービスまで、一貫してその品質が保証されるような、新たな枠組み
▼

①住宅の品質確保の促進 ②住宅購入者の利益の保護 ③住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決

■住宅取得者にとっての問題 ➀住宅の性能を表示する共通ルールがなく、相互比較が難しい。

②住宅の性能に関する評価の信頼性に不安がある。

③住宅の性能に関する紛争について、専門的な処理体制がなく、解決に多くの労力がかかる。

■住宅供給者にとっての問題 ➀住宅の性能を表示する共通ルールがなく、性能を競争するインセンティブに乏しい。

②住宅の性能について、消費者の正確な理解を得ることに苦慮する。

＜目的＞

②住宅性能表示制度

③紛争処理体制の整備

①瑕疵担保責任

品確法の3本柱

6
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日本住宅性能表示基準（H13年国交省告示第1346号）

○日本住宅性能表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価
の方法の基準について定めるもの。

評価方法基準（H13年国交省告示第1347号）

② 火災時の安全

⑤ 温熱環境・エネルギー消費量

① 構造の安定

④ 維持管理・更新への配慮③ 劣化の軽減
⑨ 高齢者等への配慮

⑧ 音環境

⑦ 光・視環境

⑩ 防犯

⑥ 空気環境

既存住宅新築住宅住宅性能表示・評価項目

○● （必須）１．構造の安定に関すること

○○２．火災時の安全に関すること

○● （必須）３．劣化の軽減に関すること

○● （必須）４．維持管理・更新への配慮に関すること

○● （必須）５．温熱環境・エネルギー消費量に関すること

○○６．空気環境に関すること

○○７．光・視環境に関すること

－○８．音環境に関すること

○○９．高齢者等への配慮に関すること

○○１０．防犯に関すること

【住宅性能表示基準（抜粋）】

5―2 一次エネルギー消費量等級

一次エネルギー消費量の削減のための対策の程度

具体的な性能等級

一次エネルギー消費量の著しい削減のための対策（基準省令に定める建築物エネル
ギー消費性能誘導基準（その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省
令第14条第１項の規定により求められたものであるものに限る。）に相当する程度）
が講じられている

等級６

一次エネルギー消費量のより大きな削減のための対策が講じられている等級５

一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策（基準省令に定める建築物エネル
ギー消費性能基準（その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第
５条第１項の規定により求められたものであるものに限る。）に相当する程度）が講
じられている

等級４

その他等級１

【評価方法基準（抜粋）】

イ 等級６

次のいずれかに掲げる基準に適合していること。

① 設計一次エネルギー消費量が、基準一次エネルギー消費量の値を上回らないこと。なお、この
場合に明示することができる床面積当たりの設計一次エネルギー消費量（ETA）は、次の式によ
り算出し、整数未満の端数を切り上げた整数とすること。

ETA＝ET×１,000／Atotal
この式において、ETA、ET及びAtotalは、それぞれ次の数値を表すものとする。

ETA 床面積当たりの設計一次エネルギー消費量（単位 MJ／（m２・年））

ET 設計一次エネルギー消費量（単位 GJ／年）

Atotal 当該住戸の床面積の合計（単位 m２）

② ５―１（３）イ及びロに掲げる等級５の基準又は誘導仕様基準１に掲げる基準に適合し、かつ
誘導仕様基準２に掲げる基準に適合していること。

○等級について

日本住宅性能表示基準に基づき、住宅性能評価を受けた住宅
における性能の程度を表すもの。
等級が大きくなるにつれ、より高い性能を有する基準となっ
ている。

（例） 等級６ 一次エネルギー消費量の著しい削減
等級４ 一次エネルギー消費量の大きな削減

【参考】日本住宅性能表示基準及び評価方法基準の概要

○住宅の性能に関し表示すべき事項及びその表示の方法を定めるもの。

7
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●新築住宅の利用実績 （2000年度～2023年度)

※ 設計住宅性能評価書の交付ベース

• 2023年度実績 225戸※

• 制度開始からの累計実績 約7,518戸※（2024年３月末時点）

※ 建設住宅性能評価書の交付ベース

●既存住宅の利用実績 （2002年度～2023年度)

○ 新築住宅：2000年10月より運用を開始し、累計約466万戸が利用 （設計住宅性能評価書の交付ベース）

○ 既存住宅：2002年12月より運用を開始し、累計約7,239戸が利用 （建設住宅性能評価書の交付ベース）

• 2023年度実績 約26万3千戸※

• 2023年度 利用率 新築住宅の32.8％※

• 制度開始からの累計実績 約466万戸※（2024年３月末時点）

※国土交通省調べ

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22

【参考】住宅性能表示制度の利用実績（2024年3月末時点）
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○ 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、新築住宅について、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対し
て、「ZEH水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入や、2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けた
裾野の広い支援を行うとともに、既存住宅について、省エネ改修等への支援を行う。

１ 制度の目的

２ 補助対象

住宅※2,3の新築（注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅）

経済対策閣議決定日（令和６年11月22日）以降に、新築は基礎工事より後の工程の工事、リフォームはリフォーム工事に着手したものに限る（交付申請までに事業者登録が必要）。

【参考】子育てグリーン住宅支援事業の概要

補助額対象住宅対象世帯

160万円/戸GX志向型住宅※4すべての
世帯

100万円/戸建替前住宅等の除却を行う場合※7
長期優良住宅
※4,5,6

子育て

世帯等※1

80万円/戸上記以外の場合

60万円/戸建替前住宅等の除却を行う場合※7ZEH水準住宅
※4,6 40万円/戸上記以外の場合

※1：「18歳未満の子を有する世帯（子育て世帯）」又は「夫婦のいずれかが39歳以下の世帯（若者夫婦世帯）」
※2：対象となる住戸の床面積は50㎡以上240㎡以下とする。
※3：以下の住宅は、原則対象外とする。

① 「土砂災害特別警戒区域」に立地する住宅
② 「災害危険区域（急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る）」に立地する住宅
③ 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン（災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急
傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域）内」で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模1000㎡超
の開発によるもので、市町村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る住宅

④ 「市街化調整区域」かつ「土砂災害警戒区域又は浸水想定区域（洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ３ｍ以
上の区域に限る）」に該当する区域に立地する住宅

※4：「GX志向型住宅」は環境省において実施、「長期優良住宅」及び「ZEH水準住宅」は国土交通省において実施。
※5：長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、地方公共団体にて認定を受けたもの。
※6：賃貸住宅の場合、子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性を高めるための技術基準に適合することが必要。
※7：住宅の新築にあわせ、建替前に居住していた住宅など建築主（その親族を含む）が所有する住宅を除却する場合。
※8：結露防止に係る基準は含まない。
※9：戸建住宅・共同住宅の別に応じて、基準値はそれぞれ下表のとおりとする。

※10：他の機器との接続が可能な規格に適合することが必要。（接続の是非は居住者の判断）

既存住宅※12のリフォーム※13

補助額※14補助要件メニュー

上限：60万円/戸必須工事３種の全てを実施Sタイプ

上限：40万円/戸必須工事３種のうち、いずれか２種を実施Aタイプ

※12：賃貸住宅や、買取再販事業者が扱う住宅も対象に含まれる。
※13：「断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業」（環境省）、「高効率給湯器導入促進による

家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」（経済産業省）及び「既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業」（経済
産業省） 【以下「連携事業」という。】とのワンストップ対応を実施し、併せて実施することが可能。

※14：補助額はリフォーム工事の内容に応じて定める額を合算した額。
※15：①，②については、ZEH水準に相当する省エネ性能以上の改修工事に限る。
※16：補助対象となるのは「必須工事」を行う場合に限る。なお、この場合、連携事業のうち、環境省事業は必須工事①、

経済産業省事業は必須工事③として扱う。

①開口部の断熱改修、②躯体の断熱改修、③エコ住宅設備の設置必須工事※15

子育て対応改修、バリアフリー改修等附帯工事※16

補助対象工事

分譲住宅・賃貸住宅の新築に関する特則

【分譲住宅における事前登録の方法】

・ 住宅購入者が決定していない時点においても、あらかじめ、補助要件に適合する
住宅の戸数を登録することで、交付申請を行うことが可能。

・ 登録は、①各事業者における1か月あたりの登録戸数の上限、②各住棟におけ
る対象住宅戸数に応じた登録戸数の上限（共同住宅の場合）の範囲内で行う。

・ 登録戸数を超える住宅購入者が決定した場合は、追加の交付申請を行うことも
可能（共同住宅の場合）。

【賃貸住宅を対象とした追加ルール（長期優良住宅又はZEH水準住宅に限る）】

・ 申請ができる戸数の上限は、※2及び※7に該当する戸数の50%とする。
・ 新築時最初の入居募集（３か月間）は、対象を子育て世帯等に限定する。
（当該期間中に入居者を確保できなかった場合は、子育て世帯等以外の世帯を入居させることも可能）

・ 「子育て世帯等」向けに、補助金額を勘案した合理的な優遇家賃を設定する。

令和７年度当初予算額： 250億円
令和６年度補正予算額：2,250億円 ※ＧＸ経済移行債を含む。

長期優良住宅・ＺＥＨ水準住宅GX志向型住宅各対象住宅の要件

等級５以上等級６以上断熱性能※8

20%以上35%以上再エネを除く一次エネルギー消費
量の削減率 原則100%以上※9再エネを含む

設置※10HEMSの設置

都市部狭小地等
又は多雪地域

寒冷地
又は低日射地域

右記以外の地域

要件なし75%以上100％以上

6以上4・51〜3

要件なし50%以上75%以上

【共同住宅(階数)】【戸建住宅(立地)】
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～32fy31fy30fy29fy28fy27fy26fy25fy24fy23fy

先行
投資

規制・制
度等

くらし関連部門のGXの分野別投資戦略②

建築物省エネ法に基
づく新築時の省エネ
基準への適合義務
化

省エネ基準をZEH水準・ZEB水準※へ引上げ（遅くとも2030年まで）
※住宅は再エネを除き現行の省エネ基準から一次エネルギー消費性能を20％の削減
＋強化外皮基準、建築物は再エネを除き現行の省エネ基準から30～40%（小規模は20％）の削減
より高い省エネ水準の住宅の供給を促す枠組みの構築

住宅・建築物の省エネ性能表示制度の普及・拡大、住宅性能表示制度における基準の充実

建築物省エネ法に基づく住宅トップランナー基準の引上げ

省エネ法に基づく建材トップランナーの2030
年度目標値の早期改定・対象拡大

建築物にかかるライフサイクル
カーボン評価方法の構築

ロードマップに基づく「デコ活」の推進による需要の喚起

GX先行投資支援
住宅 ：断熱窓、高効率給湯器及びZEH水準を大きく上回る

省エネ性能を有する住宅の導入支援
建築物：省エネ・省CO2化を実現するための、外皮の高断熱化

（断熱窓・断熱材）や高効率機器等導入の支援
自営線マイクログリッド等：高効率な設備導入支援

投資規模：約14兆円～

エネルギー消費量報告
プラットフォームの運用

建築物にかかるエネルギー消費量
報告プラットフォームの構築

省エネ法に基づくガス温水機器の次
期目標基準値の検討・導入

暮らしの10年
ロードマップ
の策定

給湯器を念頭にエネルギー消費機器の非化石転換に向けた制度のあり方について規制の検討・導入
（検討） （導入）

「先行５か年アクション・プラン」

都市間連携も活用した自営線マイクログリッド関連技術等の海外展開
脱炭素先行
地域選定 ※少なくとも100カ所

脱炭素先行地域における自営線マイクログリッド等の実現・全国展開

分野別投資戦略※赤字下線部
は改定案

2024/11/1
GX専門家WG資料

【参考】

10
p.37



省エネ性能の高い住宅供給を通じたGX実現の必要性・方向性
住宅の着工戸数は減少傾向（約80万戸/年【R５】）にあり、人口も減少局面に入っている現状を踏まえると、ZEH水準に満たない「約
5,100万戸のストック」の更新機会は限られており、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた「ストック平均※を改善する牽引役」と
して、ZEH水準を大きく上回る性能を有する「GX志向型住宅」の早期普及が必要不可欠。

GX志向型住宅については、ZEH水準の要件である「①断熱等性能等級5」及び「②一次エネルギー消費量等級6（省エネ基準に比して消
費量を20％以上削減）」をそれぞれ超える住宅性能や、再生可能エネルギーの自家消費を拡大するための設備の導入等の措置を採り入れ
ることで、バリューチェーン全体でのGX投資の促進にも貢献。さらに、今後、より高い省エネ水準の住宅の供給を促す枠組みや、住宅
性能表示制度における基準の充実を検討予定。

高断熱窓 高効率給湯器

例(外壁)：高性能グラスウール

断熱材

出所：大和ハウス工業HP

例：蓄電池
パワコン

GX志向型
住宅

例：複層ガラス・樹脂サッシ

（イメージ）高性能断熱材 自家消費設備等

アルミ樹脂複合サッシ

複層ガラス

出所：積水ハウスHP

太陽電池

蓄電池
ユニット

出所：Panasonic HP

※住宅ストックの一次エネルギー消費量の平均

ZEH水準を上回る水準
28万戸

ZEH水準
215万戸

H28基準相当
701万戸

H4基準相当
1,212万戸

S55基準相当
1,916万戸

S55基準未満
1,318万戸

ZEH水準に満たないストック
約5,100万戸（約95%）

ストック総数
約5,400万戸

ZEH水準に
満たない住宅 ZEH水準住宅※ GX志向型

住宅

現状

2050年

ストック平均で「ZEH水準」

【住宅分野における脱炭素化のイメージ】

建替等による更新

※2030年までに規制措置を強化

※ 人が居住する住宅ストック

業務
17%

家庭
16%

運輸
18%

製造業
36%

エネルギー
7%

その他
6% 給湯

25%

暖房・冷房
24%

照明・家電等
46%

その他
5%

国内部門別CO2排出量 家庭におけるCO2排出量

（出所）国環研「日本の温室ガス排出データ2020年度確報値」

【住宅ストックの断熱性能(2022年)】 【家庭部門のCO2排出量】

(出所) 国環研「2022年度の温室効果ガス排出・吸収量」

家庭部門CO2排出量 1億5,800万トン

ヒートポンプ給湯機

出所：三菱電機

出所：アイシン

家庭用燃料電池

ハイブリッド給湯機

出所：リンナイ

2024/11/1
GX専門家WG資料【参考】
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【参考】 等級８の仕様イメージ

高効率エアコン

LED照明
＋

調光制御等

節湯水栓 高断熱浴槽

エコキュート エネファーム

高効率給湯器＋省エネ対策

全熱交換器
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